
　　　

　　

中間市監査公表第８号

令 和 ７ 年 ６ 月 ９ 日

中間市監査委員　武　藤　　　淳

中間市監査委員　安　田　明　美

　地方自治法第１９９条第１項及び第４項、中間市監査基準の規定に基づき、定期

監査を実施したので同条第９項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　今回の監査は、中間北小学校及び中間西小学校における令和2年度、令和3年度

　令和4年度、令和5年度、令和6年度の学校の教育財産の管理と事務の執行を対象と

　した。

２　監査の方法

　　監査に必要な資料の提出を求め、関係帳票等を調査するとともに、関係職員か

　ら説明を聴取した。

３　監査の期間

　　中間北小学校　　令和7年5月21日（水）14:00～【現地監査のみ実施】
　　中間西小学校　　令和7年5月30日（金）14:00～【現地監査のみ実施】

４　監査の結果

　　監査の結果、教育財産の管理については、適正に行われていることを確認した。


